
鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年３月11日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第13号

鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則の一部を改正する規則

鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則（平成19年鳥取県規則第76号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

１ 略 １ 略

（経過措置等） （経過措置等）

２～４ 略 ２～４ 略

５ 平成21年度及び平成22年度において第６条の規定 ５ 平成19年度及び平成20年度において第６条の規定

により付与された入札参加資格の有効期間について により付与された入札参加資格の有効期間について

は、第７条第１項の規定にかかわらず、同項中「入 は、第７条第１項の規定にかかわらず、同項中「入

札参加資格を付与された年の翌々年の３月31日」と 札参加資格を付与された年の翌々年の３月31日」と

あるのは「知事が別に定める期限」とし、「入札参 あるのは「知事が別に定める期限」とし、「入札参

加資格を付与された時点における当初審査による有 加資格を付与された時点における当初審査による有

資格者の有効期間の末日」とあるのは「知事が別に 資格者の有効期間の末日」とあるのは「知事が別に

定める期限」とする。 定める期限」とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。




